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広島地方最低賃金審議会 特定最低賃金専門部会 委員名簿

（広島県船舶製造・修理業，舶用機関製造業最低賃金）
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広島県船舶製造・修理業，舶用機関製造業最低賃金（現行） 

 

１ 適用する地域 

  広島県の区域 

 

２ 適用する使用者 

前号の地域内で船舶製造業・修理業，舶用機関製造業、当該産業において管理、補

助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経

済活動が船舶製造業・修理業，舶用機関製造業に分類されるものに限る。）を営む使

用者 

 

３ 適用する労働者 

  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

 （１） 18歳未満又は 65歳以上の者 

 （２） 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

 （３） 次に掲げる業務に主として従事する者 

イ 清掃又は片付けの業務 

ロ 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、か

えり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金 

  １時間９９９円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生日 

  令和４年 12月 31日 
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広島県特定（産業別）最低賃金の適用を受ける業種（日本標準産業分類） 

 

船舶製造・修理業，舶用機関製造業 

適用する使用者 

 広島県の区域内で船舶製造・修理業，舶用機関製造業、当該産業において管理，補助的経

済活動を行う事業所又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶

製造・修理業，舶用機関製造業に分類されるものに限る。）を営む使用者 

日本標準産業分類（平成 25年 10月改定）より 

（青字は事務局にて加筆） 

E31 輸送用機械器具製造業のうち 

E310 管理，補助的経済活動を行う事業所（313船舶製造・修理業，舶用機関製造業に限る） 

  E3100 主として管理事務を行う本社等 

  E3109 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

E313 船舶製造・修理業，舶用機関製造業 

  E3131 船舶製造・修理業 

  E3132 船体ブロック製造業 

  E3133 舟艇製造・修理業 

  E3134 舶用機関製造業 

 

  L7282 純粋持株会社（313 船舶製造・修理業，舶用機関製造業に限る） 

 

適用除外労働者 

 １ 18歳未満又は 65歳以上の者 

 ２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

 ３ 次に掲げる業務に主として従事する者 

  イ 清掃又は片付けの業務 

  ロ 卓上において手工業又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳

ばり取り又はかしめの業務 
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大分類Ｅ－製造業 

中分類３１－輸送用機械器具製造業 

総説 

この中分類には，輸送用機械器具を製造する事業所が分類される。 

主な製品は，自動車，船舶，航空機，鉄道車両及びその他の輸送機械器具

（自転車，牛馬車など）である。 

310 管理，補助的経済活動を行う事業所（31 輸送用機械器具製造業） 

3100 主として管理事務を行う本社等 

主として輸送用機械器具製造業の事業所を統括する本社等として，自企業の

経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，財

務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，生産・プロ

ジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材の管理，仕入・原材

料購入，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

3109 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として輸送用機械器具製造業における活動を促進するため，同一企業の他

事業所に対して，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を行う事業所をい

う。 

○車庫；自家用修理工場；自家用補修所；自家用集荷所 
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313 船舶製造・修理業，舶用機関製造業 

3131 船舶製造・修理業 

主として船舶の製造・修理設備として造船台，ドック若しくは引揚船台を有し，

船舶を製造又は修理する事業所をいう。 

ただし，主として船体ブロック若しくは船舶用の部分品（甲板機械，アンカーチ

ェーン，プロペラ，ぎ装品など）のみを製造・修理する事業所又は下請けとして塗

装，船台，建具，配線などを行う事業所は本分類に含まれない。 

また，舟艇を製造又は修理する事業所は細分類 3133 に分類される。 

○鋼船製造・修理業；木造船製造・修理業；木製漁船製造・修理業 

×船舶部分品製造業[部分品の種類によりそれぞれの箇所に分類される]；船体塗

装業[0771]；船内配線業[0812]；舟艇製造・修理業[3133]；舶用機関製造

業[3134]；舶用機関修理業[9011] 

3132 船体ブロック製造業 

主として鋼船の船体ブロックを製造する事業所をいう。 

○船体ブロック製造業 

3133 舟艇製造・修理業 

主として舟艇を製造又は修理する事業所をいう。 

○舟艇製造業；ヨット製造・修理業；ボート製造・修理業；強化プラスチック製舟艇製

造業 

3134 舶用機関製造業 

主として舶用の蒸気機関，蒸気タービン，内燃機関を製造する事業所をいう。 

○舶用機関製造業；舶用内燃機関製造業 

×舶用機関修理業[9011] 

 

7282 純粋持株会社 

本業を持たずに，他社の事業活動を支配する事業所をいう。 

○純粋持株会社 

 

http://www.geocities.jp/roudoukankei/sanbun12/31.htm#3133
http://www.geocities.jp/roudoukankei/sanbun12/07.htm#0771
http://www.geocities.jp/roudoukankei/sanbun12/08.htm#0812
http://www.geocities.jp/roudoukankei/sanbun12/31.htm#3133
http://www.geocities.jp/roudoukankei/sanbun12/31.htm#3134
http://www.geocities.jp/roudoukankei/sanbun12/90.htm#9011
http://www.geocities.jp/roudoukankei/sanbun12/90.htm#9011


令和５年度　適用使用者数及び適用労働者数

（平成28年経済センサス等による）

1　製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業

日本標準産業分類（平成25年10月改定）

E220 管理，補助的活動を行う事業所

E2211 高炉による製鉄業

E223 製鋼を行わない鋼材製造業

E225 鉄素形材（銑鉄鋳物）製造業

E229 その他の鉄鋼業

計

2　建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業

日本標準産業分類（平成25年10月改定）

E240 管理，補助的活動を行う事業所

E244 建設用・建築用金属製品製造業

E249 その他の金属製品製造業

計

3　はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

日本標準産業分類（平成25年10月改定）

Ｅ25 はん用機械器具製造業

Ｅ26 生産用機械器具製造業

Ｅ27 業務用機械器具製造業

計

4　電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

日本標準産業分類（平成25年10月改定）

Ｅ28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

Ｅ29 電気機械器具製造業

Ｅ30 情報通信機械器具製造業

計

8 211

318 13,487

6

57 6,723

253 6,553

使用者数 労働者数

871 18,295

24 433

1,234 27,019

使用者数 労働者数

339 8,291

539 5,609

60 1,535

615 7,203

228 9,203

使用者数 労働者数

16 59

10 588

39 1,143

176 2,392

別冊資料№2-4

2 5,079

使用者数 労働者数

1 1



5　自動車・同附属品製造業

日本標準産業分類（平成25年10月改定）

Ｅ310 管理，補助的活動を行う事業所

Ｅ311 自動車・同附属品製造業

計

6　船舶製造・修理業，舶用機関製造業

日本標準産業分類（平成25年10月改定）

Ｅ310 管理，補助的活動を行う事業所

Ｅ313 船舶製造・修理業，船用機関製造業

計

7　各種商品小売業

日本標準産業分類（平成25年10月改定）

Ｉ560 管理，補助的活動を行う事業所

Ｉ561 百貨店，総合スーパー   

Ｉ569 その他の各種商品小売業

計

8　自動車小売業

日本標準産業分類（平成25年10月改定）

Ｉ590 管理，補助的活動を行う事業所

Ｉ591 自動車小売業

計

7

33 371

79 9,519

使用者数 労働者数

17 435

1,558 10,453

1,575 10,888

使用者数 労働者数

4 854

42 8,294

8 48

443 10,303

451 10,351

276 33,529

284 33,577

使用者数 労働者数

8 48

使用者数 労働者数



令和４年度　特定最低賃金の審議・決定状況

改定前額 改定前額 改定額 引上げ額

4 船舶製造 - 917 948 ＋31 改正 協約 7/8 7/28 8/8 有 10/4

29 輸送機械 - 890 916 ＋26 改正 協約 7/19 7/28 8/10 有 10/25

44 輸送機械 - 935 965 ＋30 改正 公正 7/20 8/1 8/12 有 10/25

47 輸送機械 - 990 1,013 ＋23 改正 協約 7/13 7/28 8/3 有 9/27

61 輸送機械 - 838 - - 改正 協約 8/4 9/16 11/18 無 11/2

91 一般機械・輸送機械 - 927 956 ＋29 改正 公正 7/28 8/5 8/23 有 10/17

100 一般機械・輸送機械 - 970 995 ＋25 改正 協約 7/1 8/3 8/9 有 10/3

118 輸送機械 - 962 987 ＋25 改正 協約 7/5 7/13 8/5 有 10/14

128 輸送機械 - 968 993 ＋25 改正 協約 7/20 7/28 8/31 有 11/4

134 一般機械・輸送機械 - 997 1,028 ＋31 改正 協約 6/29 7/6 9/7 有 9/26

144 輸送機械 - 1,002 1,034 ＋32 改正 協約 7/5 7/15 8/22 有 9/20

166 輸送機械(船) - 980 1,003 ＋23 改正 協約 6/20 7/5 9/15 有 10/27

173 輸送機械(船) - 977 999 ＋22 改正 公正 6/22 8/5 8/5 有 10/24

178 輸送機械 - 965 985 ＋20 改正 協約 6/27 7/29 7/29 有 10/11

186 輸送機械(船) - 980 1,003 ＋23 改正 公正 7/6 7/29 8/3 有 10/31

190 輸送機械(船) - 962 985 ＋23 改正 公正 7/1 8/25 8/25 有 10/21

204 輸送機械(船) - 875 - 改正 公正 7/1 8/1 9/2 無

206 輸送機械 - 902 931 ＋29 改正 協約 6/27 7/7 8/5 有 10/12

211 輸送機械(自・船) - 894 916 ＋22 改正 協約 7/27 8/1 8/23 有 10/19

熊 本 853

大 分 854

長 崎 853

香 川 878

愛 媛 853

広 島 930

山 口 888

岡 山 892

兵 庫 960

京 都 968

大 阪 1023

三 重 933

長 野 908

東 京 1072

静 岡 944

申出
種別

業種 申出

福 島 858

群 馬 895

埼 玉 987

北 海 道 920

申出日
必要性
諮問日

必要性
答申日

必要性
有・無

部会
結審

都道府県
地域別
最　 賃

項番

1/1
8

kuribayashit
フリーテキスト
別冊資料№３
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最　低　賃　金　引　上　げ　試　算　表 資料№４－６

（令和5年　船舶製造・修理業，舶用機関製造業）

アップ額 アップ率 時間額 影響率 （影響を受ける）労働者数

（円） （％） （円） （％） （累計・人）

999

1 0.10 1,000 6.7 361

2 0.20 1,001 8.5 460

3 0.30 1,002 8.5 460

4 0.40 1,003 8.5 460

5 0.50 1,004 8.6 462

6 0.60 1,005 8.6 465

7 0.70 1,006 8.7 467

8 0.80 1,007 8.7 467

9 0.90 1,008 8.7 467

10 1.00 1,009 8.7 467

11 1.10 1,010 8.7 467

12 1.20 1,011 9.0 487

13 1.30 1,012 9.2 494

14 1.40 1,013 9.2 494

15 1.50 1,014 9.2 494

16 1.60 1,015 9.2 494

17 1.70 1,016 9.2 494

18 1.80 1,017 9.2 494

19 1.90 1,018 9.3 500

20 2.00 1,019 9.3 503

21 2.10 1,020 9.3 503

22 2.20 1,021 9.3 503

23 2.30 1,022 9.4 505

24 2.40 1,023 9.5 512

25 2.50 1,024 9.5 512

26 2.60 1,025 9.5 512

27 2.70 1,026 9.5 512

28 2.80 1,027 9.6 514

29 2.90 1,028 9.6 514

30 3.00 1,029 9.6 517

31 3.10 1,030 9.6 517

32 3.20 1,031 9.7 523

33 3.30 1,032 9.8 528

34 3.40 1,033 9.9 531

35 3.50 1,034 9.9 531

36 3.60 1,035 9.9 531

37 3.70 1,036 9.9 531

38 3.80 1,037 9.9 533

39 3.90 1,038 9.9 533

40 4.00 1,039 10.0 537

41 4.10 1,040 10.0 537

42 4.20 1,041 10.1 542

43 4.30 1,042 10.1 542

44 4.40 1,043 10.2 547

45 4.50 1,044 10.2 551

46 4.60 1,045 10.2 551

47 4.70 1,046 10.2 551

48 4.80 1,047 10.3 554

49 4.90 1,048 10.3 554

50 5.01 1,049 10.3 554

（注）全労働者数 5,387

（注） 「令和5年  最低賃金実態調査」における「広島県船舶製造・修理業，舶用機関製造業最低賃金」の調査対象労働者数である。

【　現　行　】
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最　低　賃　金　引　上　げ　試　算　表(その2)

（令和5年　船舶製造・修理業，舶用機関製造業）

アップ額 アップ率 時間額 影響率 （影響を受ける）労働者数

（円） （％） （円） （％） （累計・人）

999

51 5.11 1,050 10.3 554

52 5.21 1,051

53 5.31 1,052

54 5.41 1,053

55 5.51 1,054

56 5.61 1,055

57 5.71 1,056

58 5.81 1,057

59 5.91 1,058

60 6.01 1,059

61 6.11 1,060 11.8 637

62 6.21 1,061

63 6.31 1,062

64 6.41 1,063

65 6.51 1,064

66 6.61 1,065

67 6.71 1,066

68 6.81 1,067

69 6.91 1,068

70 7.01 1,069

71 7.11 1,070 12.8 691

72 7.21 1,071

73 7.31 1,072

74 7.41 1,073

75 7.51 1,074

76 7.61 1,075

77 7.71 1,076

78 7.81 1,077

79 7.91 1,078

80 8.01 1,079

81 8.11 1,080 13.9 751

82 8.21 1,081

83 8.31 1,082

84 8.41 1,083

85 8.51 1,084

86 8.61 1,085

87 8.71 1,086

88 8.81 1,087

89 8.91 1,088

90 9.01 1,089

91 9.11 1,090 14.9 803

（注）全労働者数 5,387

（注） 「令和5年  最低賃金実態調査」における「広島県船舶製造・修理業，舶用機関製造業最低賃金」の調査対象労働者数である。

【　現　行　】
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